
第 5回 臓器移植に係る普及啓発に関する作業班

議事次第

日時 :平成 22年 5月 11日 (火 )

15:00～ 17:00
場所 :経済産業省別館 1111会 議室

1.開 会

2.議 事

(1) 臓器提供意思表示カー ド等の様式変更について

(2) 臓器提供意思表示カー ドー体型 リーフレット (案)について

(3) 今後の普及啓発方策について

(4) その他

3.閉 会 ヽ

〈配布資料〉

資料 1 「「臓器提供意思表示カー ドの様式見直 し (案 )」 の意見募集

について」に対して寄せられた御意見等について (第 34回
臓器移植委員会 (4月 28日開催)提出資料)

資料 2 臓器提供意思表示カァ ドー体型リーフレット (案 )

資料 3 今後の普及啓発方策について (た たき台)

参考資料 1 臓器の移植に関する法律 (現行法)ど改正法 比較表

参考資料 2 主な普及啓発資材 (第 1回作業班 日本臓器移植ネット

ワーク提出資料から抜粋 )

参考資料 3 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針 (ガイ ドラ
イン)の一部改正 (案)について (概要)

(パ ブリッコメント段階の案)

参考資料 4 臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(案)について (概要)

(パブリックコメント段階の案)



資料 1  
°

「「臓器提供意思表示カー ドの様式見直し (案 )」 の意見募集について」に対して寄せられた御意見等について

「臓器提供意思表示カー ド」の様式見直しについては、第31回臓器移植委員会 (平成22年 3月 8日 )において検討した後、平成 2

2年 3月 23日 から平成22年 4月 21日 まで意見募集を行つたところ、寄せられた御意見・御提案は計 19件であつた。

※ なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約している。

NO 主な御意見 厚生労働省の考え方

意思表示カー ドを所持しないことは、基本的には提供意思がないこ

とを意味すると考えられ、カー ドに「提供しない」という項目は不

要ではないか。

改正法の下では、本人の臓器提供に関する意思が不明であつた

場合、家族の書面による承諾により、臓器提供が可能となること

からも、「提供する意思」又は「提供しない意思」のいずれであつ

ても、臓器提供に関する意思が明らかな場合にはその旨を表示し

ていただくことが重要であると考えております。

2

今後、提供できる臓器が増えた場合を考えれば、提供する臓器を特

定するような欄は不要ではないか。

特定の臓器を提供したくないという意思を持つ方もいると考え

られることから、提供したくない臓器を選択する欄を設けること

としています。

3

提供したくない臓器があれば Xをつける記載について、心臓停止後

には心臓・肝臓 口肺などの移植は不可能であり心臓停止後にも提供

が可能であるような誤解を生じるのではないか。

脳死後に提供できる臓器と心臓が停止 した後に提供できる臓器

については、意思表示カー ドと併せて配布することとしているリ

ーフレットに記載する予定です。

4

家族署名は必須でないため、現行の意思表示カー ドのように、その

旨但書きを入れてはどうか。

カー ド内に記入できる内容については限 りがあることから、説

明が必要な事項については、意思表示カー ドと併せて配布するこ

ととしているリーフレットに記載する予定であり、御指摘の事項

の記載についても検討させていただきます。

5
旧法の下では、脳死下で臓器を提供する意思がある人がその意思を

表示するためのカー ドであつたが、新法の下では、脳死下で臓器を

「提供する意思」又は「提供しない意思」のいずれであっても、

臓器提供に関する意思が明らかな場合にはその旨を表示していた



提供する意思のない人こそがこのカードでその意思を表示する必

要がある。したがつて、選択肢で示す内容の順を改めるべきではな

い か 。

だくことが重要であると考えており、選択肢の順は変更しないこ

ととしました。

6

「臓器提供承諾意思表示カー ド」と「臓器提供拒否カー ド」の二種

類を、枚数、設置場所、設置方法など平等な形を採用して発行する

べきではないか。

運転免許証や医療保険の被保険者証に意思表示欄が設けられる

予定となっていることからも、臓器を「提供する意思」、「提供し

ない意思」のいずれの意思も表示できる統一された様式が望まし

いと考えております。

7

列記されている臓器に Xではなく、○がついていた場合、提供した

くない臓器として印をつけたのか、提供 したい臓器として印をつけ

たのか判断が困難ではないか。また、提供 したくない臓器に Xをつ

けるのではなく、提供したい臓器に○を付ける方式とすべきではな

いか。

現行の意思表示カー ドでは提供したい臓器にOを、提供したく

ない臓器に Xをつけて頂いておりましたが、煩雑となるため、新

しい意思表示カー ドでは、提供 したくない臓器にXをつけていた

だくだけとしました。

誤記載が生じないよう、記載方法の周知に努めてまいります。

8

意思表示カー ドだけでは特記事項に何を書くのか分からないこと

からも、併せて配布されるリーフレットの内容を明らかにする必要

があるのではないか。

また、リーフレットには、臓器を提供するに場合、提供前はいつま

で遺族が一緒にいられるのか、いつ遺族の元に体が帰されるのか、

といったことについて詳しく書いてはどうか。

意思表示カー ド内に記入できる内容については限りがあること

から、説明が必要な事項は、意思表示カー ドと併せて配布するこ

ととしているリーフレットに記載する予定です。

リーフレットの内容は意思表示カー ドの様式を踏まえて検討す

ることとしており、御指摘の事項の記載についても検討させてい

ただきます。

9

親族に優先的に臓器を提供する意思を表示する選択肢を設けるベ

きではないか。

親族に優先的に臓器を提供する意思については、その制度の内容

に複雑な点もあるため、意思表示カー ドと併せて配布することと

しているリーフレットの内容をよく読んで頂いてから、能動的に

記入して頂 くことが適当であると考え、選択肢を設けないことと

しました。



10

親族に対してだけは、臓器を提供する意思があることを示せるよう

してはどうか。

臓器の移植に関する法律の規定上、親族優先提供の意思表示は、

臓器提供の意思表示に併せて行うことができるとされているため、臓

器の提供先を親族に限定することはできないこととされております。

改正法の下でも、優先提供の意思を記載できるようにするなど、若

干の手直しをすれば現行の意思表示カー ドの様式で十分である。

新旧2種類のカァ ドが流通することで混乱が生じるのではないか。

改正法の施行後は、新しい意思表示カー ドだけを配布すること

になりますが、現行の意思表示カー ドが引き続き配布されること

のないよう努めてまいります。

０
乙

このカー ドを持つていない人はどのような取扱を受けるのか示し

ていただきたい。

改正法の下では、本人の臓器提供に関する意思が不明であつた

場合、家族の書面による承諾により、臓器提供が可能となります。

このため、「提供する意思」又は「提供しない意思」のいずれで

あつても、臓器提供に関する意思が明らかな場合にはその旨を表

示していただくことが重要であると考えておりますが、臓器提供

に関する意思は意思表示カー ド以外にも、運転免許証や医療保険

の被保険者証に意思表示シールを貼ることにより表示することが

可能であり、また、インターネットでも臓器提供に関する意思表

示を登録することができます。(bitp://W型2,jOtnw.or.jp)



資料 1(別紙)

臓器提供意思表示カードの様式見直し(案 )

【様式見直しのポイント】

①改正法の趣旨を踏まえ、「臓器提供の意思表示を行う欄」を見直し、1から3のいずれかにOをつける形とする。

②「提供臓器の意思表示を行う欄」について、「提供したくない臓器にX」をつける形とする。

(分かりやすさの観点から、提供したくない臓器の欄を別途設け、提供意思に関する欄と分ける)

③「特記欄」を設け、親族優先提供の意思や組織(皮膚、心臓弁、血管、骨など)提供の意思を自筆で記入できる

ようにする:(バンフレットに、脳死後に提供可能な臓器口心停止後に提供可能な臓器を明記する)

④臓器移植に関する情報に容易にアクセスできるようにするため、カードをバンフレットとあわせて配布すること

とするとともに、カード本体には問い合わせ先を記載する。

新カード(案 )

現行意思表示カード

r骸散L轟駐琶膀 計で
1.私は、脳死の判定に従い 脳ヽ死後 移ヽ植の為にOで囲んだ臓器

を提供します。     (挙 をつけた臓器は提供しません)

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 。その他(    )
2.私は、          植の為にOで囲んだ曝器を提供

します。        (Xを つけた臓器は提供しません)

腎臓・膵臓・眼球・その他 (

3.私は、臓器を提供しません。

)

趾
署名年月日 :

本人署名 (自筆):
家族署名 (自筆):

(可能であれば、この意思表示カードをもつていることを知つている家族が、そのことの確認のために署名して下さい。)

年  月  日

千琴7キ■ザ1奪ギ1平ヤ翠奪

《1.23い ずれかの番号を0で囲んでください。》

1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも

移植の為に臓器を提供します。

2.私は、心蔵が停止した死後に限り、移植の為に臓器を

提供します。               ヽ

3.私は、臓器を提供しません。

《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、Xをつけ

てください。》  【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・′1ヽ腸・眼球】

〔特記欄 :

署名年月日 :

本人署名 (自 筆):
家族署名(自筆):

〕

年  月  日





「
―こ千↑ら11ダ1下 |ヽ|しン

《1 2 3 いずれかの番号を○ で囲んでください。》

11磯塁          移植の為に

2 私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供しまま

13 私は、臓器を提供しません。

|《 1又は2を選んだ方ζ提供したくない臓器があれば、Xをつけてください♪

1    1心臓・肺 肝胴・腎臓 膵臓・」ヽ腸・眼球 l

〔特記欄 :

署 名 年 月 日 :   年   月   日

本人署名〈自筆):

家族署名 (自筆):

親族への優先提供をお考えの方は、

以下をお読み下さい。

親族優先提供の意思表示について|よ

(311日 本掘器移饉ネツトワークの

ホームベージからの意思登録をおすすめします。

親族への優先提供が行われる場合

以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

こ本人 (15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、

親族への優先提供の意思を書面により表示している。

臓帥 際、親族G準渚劇、子お ス父母※うが

移檀希望登録をしている。

医学的な条件価疑当辞りを満たしている。

婚姻届を出している方です。事実婚の方 |よ 含みません。

実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び姜父母を含みます。

親族優先提供についての留意事項

医学的な条件などにより移植

の対象となる親族がいない場

合は、親族以外の方への移植

が行われます。

優先提供する親族の方を指定

(名前を8己載)した場合は、その

方を含めた親族全体への優先

提供意思として取り扱います。

「○○さんだけにしか提供した

くない」としヽう提供先を限定す

る意思表示があつた場合には、

親族の方も含め、臓器提供が

行われません。

親族提供を目的とした自殺を防

くため、自殺した方からの親族

への優先提供は行われません。

|●本人の意思表示や家族の申し出

こ本人の臓器提供を希望する意思表示がある

か、こ本人の意思が不明な場合に、こ家族から

「臓器提供について説明を聞きたい」との申し出

があれば、主治医からの連絡を受けて移植コー

ディネーターが病院を訪Polし 、臓器提供に関する

説明をします。

12家族の意思決定

説明を聞きたくないと思われた時は、いつでも断

ることができます。移植コーデイネーターから説

明を受けた後、十分に話し合いをして臓器を提

供するかどうかをこ家族の総意として決めます。

131音 死判定 (脳死後の提供時のみ )

臓器提供が狭まれば、脳死判定が行われます。rp」

死判定は法に基づいた厳格な方法です。2回 目の

脳死判定が終了した時亥」が死亡時亥Jとなります。

家族が希望すれば脳死判定に立ち会うこともでき

ます。

4移植を受ける患者の選択

移植を希望する人は (社 )日 本臓器移lltネ ット

ワークに登録されています。

提供される臓器が最も,壼した憲者 (レシピエント)

に移植されるように医学的な基準に従つて公平に

選ばれます。

5'臓器の摘出と搬送

レシビエントが選ばれると、提供する臓器の摘出

手術が行われます。

摘出された臓器 |よ、移植手術を行う施設に迅速

に運ばれて移植を行つ患者さんに移植されます。

‐ 《 1 2 3 い●4tか の番号を○ で囲んでください。)

雅|'論董萱
=渡

∫窯驚蓮∬1こ
1■ |1私は、臓器を提供しません。

● 意思の選択

自分の意思に合う番号にひとつだけ○をしてください。

a)脳死後及び心臓が停止した死後に提供してもいいと思わ

れている方は、1にOをしてください。

b)脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後

|よ臓器を提供してもいいと思われている方は、2に○をし

てくださしヽ。(この場合、法律に基づく脳死判定を受けるこ

とはありません:)

。)臓器を提供したくないと思われている方は、3にOをして

ください。[STEPOへ ]

STEP

O提 1共 したくない臓器の選択

1か 2にOをした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器

にXをつけてくださしヽ。

なお、提供できる臓器は、それぞれ以下のとおりです。

脳死後 :心臓・肺・肝臓 :讐蔵・諜詭・小腸・眼球

心臓が停止した死後 :宵詭・課詭・眼球
STEP

O轟湖潔驚需"て
1か 2に○をした方で、皮膚、′ら臓弁、血管、骨などの組織も提

供 してもいしヽ方 |よ 、「すべてJあるしヽ 1ま「皮膚 J「 心臓弁」

「血管J「骨」などと記入できます。

b)… 意思について

親族優先提供の意思を表示したい方は、左ベージをお読み

STEP 
いただし`た上で、晴腕翅むJと 8己入できます。

● 署名など

本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してくださしヽ。

可能であれば、この意思表示カードを持つていることを知つてい

る家族が、そのことの確認の為に署名してください。



今後の普及啓発方策について (た たき台)

1 目的 (テーマ)及び実施時期

・今後の普及啓発については、家族の同意による臓器提供等「新 しい制度の普及」と

よりT般的な臓器移植に関する「普及啓発の充実」の側面がある。
コ時期的には、前者の「新 しい制度の普及」については、改正法施行前の 6～ 7月 を

中心に、後者の「普及啓発の充実」については、より長期的継続的に取り組む必要

がある。

・本年 ¬0月 の「臓器移植普及推進月間」については、主として「普及啓発の充実」

がメインとなるが、改正法施行初年度でもあり「新 しい制度の普及」についても念

頭に置いて取 り組む。

2 対象者別の周知方策

① 医療従事者

【新しい制度の普及にウェイ トを置いたアプローチ】
・提供施設を対象とした説明会を開催 (7月 に3カ 所で予定)することにより、

新たな制度の詳しい内容について、直接周知を図る。
・また、現場の医師に周知を図るため、HPを通じた周知など関係学会に協力を

要請する。
口施行後においても、説明会等を通じて寄せられた質問についてQ&Aを作成する

などt必要な情報を随時提供する。

② 15歳未満の小児とその保護者及び教育関係者

【長期的継続的な啓発普及に重きを置いたアプローチ】
・インターネット (キ ッズページ)を活用した周知を行う。

“また、学校現場で配布するためのパンフレットを作成 日配布する。
・これらを教育現場や家庭で活用していただくためにどのような工夫が考えられる

か 。

③ 一般の方

【長期的継続的な啓発普及に重きを置いたアプローチ】
ロインターネット、紙媒体 (広報誌、ポスター等)な どを用いて、臓器移植に関す

る知識、改正内容等についての一般的な情報を周知する。
・また、移植に関する情報をまとめたリーフレット (臓器提供意思表示カー ドー体

型のもの)を用意することにより、はじめて目にする方に加え、他の媒体を通じ

て臓器移植に関心を持たれた方への情報提供にも活用する。
・更に臓器移植に関する関心の程度に応じて効果的な情報提供を行う (参考資料 2)。



④ 行政機関

【新しい制度の普及にウェイ トを置いたアプローチ】
″各都道府県等の担当者及び都道府県コーディネーターを対象とした説明会を開催   ,

(7月 予定)して新たな制度の詳しい内容について、直接周知を図るとともに、

地域の医療施設等への周知について協力を要請する。
口施行後においても、Q&Aを作成するなど、必要な情報を随時提供する。

⑤ 保険者等

・運転免許証 (都道府県公安委員会が発行)、 健康保険証 (各保険者が発行)に意

思表示欄が設けられることを踏まえ、リーフレットの配布について協力を要請す

る。



今後の普及啓発スケジュール (案 )

目 的 5月    1   6月 7月 8月 9月 10月 以降

新
し
い
制
度
の
普
及

普
及
啓
発
の
充
実

活用

・厚生労働省ホームページ
・厚生労働省動画チャンネル(You Tube)
・定期刊行物 :厚生労働
・(社 )日 本臓器移植ネツトワークホームページ
・ジヤクラビジョン(自 動車教習所設置 )

・既存ポスター用タックシール等
・政府広報など(検討中)



(別紙 )

[臓器移植普及推進月間1について

「臓器移植普及推進月間」は、平成 10年より、臓器移植の現状を訴えるとともに、臓

器移植に対する理解 と協力を得るため、厚生労働省が中心となり、関係機関と連携 して

実施しているもの。

今年度については、法改正も踏まえた普及啓発を行 う機会として活用するため、その

内容については、法改正の施行 (7月 )の周知内容と併せて検討する必要がある。

現在検討中の活動内容は、以下のとおり。

①各種イベントの開催を通じた啓発活動

・臓器移植普及国民大会 (厚生労働省主催。平成 22年度は熊本県で開催予定)

・都道府県主催の各種イベン ト (講演会、シンポジウム、移植コーディネータの講義

など)

・グリーンリボン・ランニング・フェスティバル

・全国移植者不ポーツ大会

・ ドナーファミリーの集い・ランフォァビジョン

②臓器移植普及推進月間にあわせた様々な広報活動などの取 り組み

(厚生労働省)厚生労働省ホームペニジでの広報、

厚生労働省動画チャンネル (You Tube)、

報道発表、政府公報による告知、

定期刊行物 (厚生労働)への掲載 (記事、イヽンタビューなど)

(社 0日 本臓器移植ネットワーク)

改訂版小冊子・解説書の作成及び配布、

自動車教習所でのジャクラビジョンでのCM放映、

グリーンリボンキャンペーンの実施、

(各都道府県)街頭キャンペーン (リ ーフレット、 ドナーカー ド、ティッシュ、

クリアフアイル等配布 )、

広報 (ラ ジオ、パネル展、広報誌、テレビ、ポスターなど)、



平成 21年度臓器移植普及推進月間実施要綱

趣 旨

臓器移植 は、臓器の機能が低下 し、移植で しか治 らない人に、臓器 を移植 し、

健康を回復 しようとす る医療で、臓器提供者はもとより、広 く社会の理解 と支

援があって成 り立つ医療である。

「臓器の移植 に関す る法律」は、このような移植 医療の適正な実施に資する

ことを目的 として、平成 9年 10月 に施行 され、本年 10月 で施行後 12年が

経過することとな り、この間、脳死下及び心臓が停止 した死後における臓器移

植が逐次行われてきてお り、実績 を積み重ねてきているところである。

しか しなが ら、今後、臓器移植 の一層の定着 。推進 を図るためには、より多

くの方々に臓器提供に関す る意思表示をしていただ くこと等が不可欠であ り、

このため、 「臓器移植普及推進月間」 を設け、広 く国民に対 して、臓器移植の

現状を訴えるとともに、臓器移植 に対する理解 と協力のための普及啓発を行 う

ものとする。

主 催

厚生労働省、各都道府県、 (社)日 本医師会、 (社)日 本臓器移植ネ ッ トワ

ーク、 (財)日 本腎臓財団、 (社)日 本透析医会

後 援

文部科学省、 日本放送協会、 (社)日 本民間放送連盟、 (社)日 本新聞協会、

(社)公共広告機構、 (財)健康・体力づ くり事業財団、 (社)日 本看護協

会、 (社)全国腎臓病協議会、 (社)日 本腎臓学会、 (社)日 本透析医学会、

日本移植学会、 (財)日 本アイバンク協会、NPO法人 日本移植者協議会

実施期間

平成 21年 10月 1日 (本)か ら同月 31日 (土 )ま で



5 重点 目標

(1)臓器不全の根治療法である臓器移植 について、国民の理解 を深めるとと

もに、できるだけ多 くの人々が、1/m器提供意思表示カー ド及び臓器提供意

思表示 シール等を所持 し、lla器提供に関す る意思表示がなされるよう協力

を呼びかける。

(2)国 民への啓発 とあわせて、各地域においては、関係機関の協力により臓

器移植体制の整備・強化 を図る。

(3)健全 な 日常生活を営むために臓器不全予防の重要性を国民に認識 しても

らう。

6 推進月間の標語

「いのちへの優 しさとおもいや り」

上記の他、関係団体において適宜定めるもの とする。

7 実施行事等         
‐

(1)臓器移植普及推進月間の周知

臓器移植普及推進月間を国民一般 に周知 させ るため、ポスター、パンフ

レッ ト等 を作成 し、関係 団体などに配布す る。

(2)大会 の開催等

ア.臓器移植 を推進するための全国民に向けた大会を開催す る。

臓器移植推進国民大会 (平成 21年 10月 24日 (土)千葉県 )

イ.各地域 において、月間の趣 旨に沿つた集会、講演会などを実施す る。

(3)報道機 関との連携

テ レビ、ラジオ、新聞等報道機 関の協力を得るとともに、都道府県広報

紙、関係 団体の機関紙の活用 を図 り、臓器移植推進に関する広報を実施す

る。



臓器の移植に関する法律 (現行法)と改正法 比較表 舜餌 1

現行法 改正法 施行日

1
親族に対する

優先提供
○当面見合わせる(ガ イ ドライ
ン)

○臓器の優先提供の意思表示を認
める

平成22年
1月 17日

2

脳死判定 甲

臓器摘出の

要件

○本人の生前の書面による意思

表示があり、

家族が拒否 しない又は家族が
いないこと

○本人の生前の書面による意思表
示があり、家族が拒否 しない又は
家族が いないごと (現行法 と同
じ)

又は

○本人の意思が不明 (拒否の意思
表示をしていない場合)であり
家族の書面による承諾があるこ
と

平成22年
7月 17日小児の取扱い

015歳 以上の者の意思表示を有

効とする (ガイ ドライン)

○家族の書面による承諾により、
15歳未満の方からの臓器提供が可
能となる

3
普及・啓発

活動等
(規定なし)

○運転免許証等への意思表示の記

載を可:能にする等の施策

4
被虐待児べの
1対 応

(規定なし)

○虐待を受けて死亡 した児童から

臓器が提供されることのないよ

う適切に対応



主な普及啓発資材 参考資料2

資料名
(平均的な

年間配布数)

画像 内容 設置・酉己布場所 閲覧日入手方法
自治体窓口、保

健所、郵便局、免

許試験センター、
コンビニエンスス
トアに設置

移植病院、透析
病院などの正会
員施設に設置

HPでの閲覧 資料請求による
入手

意思表示カード・

シール

(700万部 )

二
千

十一一一一
，一む一一一

一̈一一一

本人の意思表示 ○ ○ ○ ○

リーフレット

(900万部 )

意思表示の方法を解説
した簡易なバンフレット

○ ○ ○

意思表示カード

封入セット

(150フヲ書8)

郵便局、コンビニなど

店舗設置用カードロシー

ルセロハン封入セット

○ ○ ○

小冊子

(50万部 )

主に中学生レベル・―

般の方を対象とした解
説書

○ ○ ○

手記のシリーズ

think transplant

(20万部/号 )

移植者・臓器提供者な
どの手記 (年2～ 3号 )

Voi.11まで発行済

○ ○

日本の移植事情

(3万部 )

大学生など詳しい内容
を知りたい人を対象とし
た解説書

○ ○



資料名
(平均的な

年間配布数 )

画像 内容 設置口酉己布場所 閲覧日入手方法

自治体窓日、保
健所、郵便局、免
許試験センター、
コンビニエンスス

トアに設置

移植病院、透析
病院などの正会
員施設に設置

HPでの閲覧 資料請求によ
る入手

絵本リーフレット

(5,000部 )

一
口
一瀞
一

一
〇
常
一■
一

『
げ
一
”
嘲

‐
`■

 |・ 11:  .

l二|:|:鮒

小学生レベルを対象と
した組み立て式バンフ
レット

○ ○

ニュースレター

(13,0001部 )

移植希望登録者を対
象とした各臓器ごとの

移植の実績に関する
データをまとめたバン
フレット

○ ○嗣
菫

灘

一

口機霧ヽ

日本の移植事情
解説書

(500部 )

「日本の移植事情」と、
その内容に沿つて解説
できる画像と解説書を
セットにしたもの

○

ポスター

(2万部)

持.rrすか?“1誨

イiや、

正会員施設、店舗やイ
ベント会場などに掲示

○

その他 :カード設置箱、小冊子設置箱、風船、啓発用ステツカー ―ンリボンバッジなどよ

ポJapan Orgtn Transplant lYetwork



参考資料 3

「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針 (ガイ ドライン)の一部改正 (案 )」

について (概要 )

I 改正の内容

1 臓器提供に係る意思表示等に関する事項

(1)臓器を提供 しない意思表示等について

臓器 を提供する意思がないこと又は法に基づ く脳死判定に従 う意思がないことが表

示 されていた場合には、年齢に関わらず、臓器を提供する意思がないことを表示 した

者からの臓器摘出及び法に基づく脳死判定に従 う意思がないことを表示 した者に対す

る法に基づ く脳死判定は行わないこと。

(2)知的障害者等の意思表示について

主治医等が家族等に対 して病状や治療方針の説明を行 う中で、患者が知的障害者等

の臓器提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有する者であることが判明し

た場合においては、年齢に関わらず、当面、その者からの臓器摘出は見合わせること。

2 遺族及び家族の範囲に関する事項

臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、現行ガイ ドライ

ンで定める範囲を維持するが、死亡した者が未成年であつた場合には、特に父母それぞ

れの意向を慎重かつ丁寧に把握すること。

3 小児か らの臓器提供施設に関する事項

① 救急医療等の関連分野において、高度の医療を行 う施設であること

② 虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備 さ

れていること

を要件 とし、現行ガイ ドラインで定める4類型に、 日本小児総合医療施設協議会の会

員施設を加える。

・大学附属病院
。日本救急医学会の指導医指定施設

。日本脳神経外科学会の専門医訊1練施設 (A項 )

(注)A項とは、専門医訓練施設のうち、指導に当たる医師、症例数等において特に充実した施設。 .

・救命救急センターとして認定された施設

・日本小児総合医療施設協議会の会員施設

4 虐待を受けた児童べの対応等に関する事項

(1)児 童からの臓器提供を行 う施設に必要な体制

① 虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備 さ

れていること。

② 児童虐待の対応に関するマニュアル等が整備されていること。なお、当該マニュ

アルは、新たな知見の集積により更新される必要があること。

(2) 虐待が行われた疑いの有無の確認について

① 虐待の徴候が確認された場合には、児童からの臓器提供を行う施設においては、

虐待対応のための院内体制の下で、虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認する

こと。



② この結果、当該児童について虐待が行われた疑いがあると判断した場合には、児

童相談所等へ通告するとともに、警察署へ連絡するなど関係機関と連携し、院内体

制の下で当該児童への虐待対応を継続すること。

③ その後、医学的理由により当該児童について虐待が行われたとの疑いが否定され

た場合についても、その旨を関係機関に連絡した上で、当該児童への虐待対応の継

続の要否について検討すること。

(3) 臓器提供を行 う場合の対応

① 主治医等が家族に対し、臓器提供の機会があること等を告げようとする場合には、

事前に、虐待防止委員会の空量等と情報共有を図り、必要に応 じて助言を得ること。

② 児童から臓器の摘出を行 う場合には、施設内の倫理委員会等の委員会において、

2及び 3(1)の 手続きを経ていることを確認 し、その可否を判断すること。

③ 施設内の倫理委員会等で、児童について虐待が行われた疑いがなく当該児童から

の臓器摘出が可能と判断した場合であってもt検視等の手続が行われる場合には、

捜査機関との連携を十分に図ること。

5 脳死 した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関

する事項

主治医等が、患者の状態について、法に規定する脳死判定を行つたとしたならば、脳

死とされ りる状態にあると半Jtt L左は合 (臓器の移植を二関する法律並行規則 (平成 9年

厚生省令第 78号。以下 「施行規則」という。)第 2条第 1項に該当すると認められる

者 (同項各号のいずれかに該当する者を除く。)について、同条第 2項各号の項目のう

ち第 1号から第 4号までのいずれもが確認された場合。)以後において、家族等の脳死

についての理解の状況等を踏まえ、臓器提供の機会があること、及び承諾に係る手続に

際しては主治医以外の者 (臓器移植ネットワーク等の臓器のあっせんに係る連絡調整を

行 う者 (以下 「コーディネーター」とい う。)に よる説明があることを口頭又は書面に

より告げること。

6 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項

法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められている

ところであるが、さらに個々の検査の手法については、「法的脳死判定マニュアル」 (厚

生科学研究費特別研究事業 「脳死判定手順に関する研究班」平成 11年度報告書)に準

拠して行 うこと。

ただし、脳幹反射消失の確認のうち、鼓膜損傷がある症例における前庭反射の確認に

ついては年齢に関わらず、平坦脳波の確認における基本条件等及び無呼吸テス上の基本

条件等については 6歳未満の者の場合にぉいて、「小児の脳死判定及び臓器提供等に関

する調査研究」 (平成 21年度報告書)の該当部分に準拠して行 うこと。

7 その他

脳死判定 。臓器摘出の要件変更に伴 う、関係規定の整備を行 うこと。

Ⅱ 根拠規定 臓器の移植に関する法律

Ⅲ 施行日  平成 22年 7月 17日

2



参考資料 4

臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (案)について (概要)

1 改正の内容

① 臓器の移植に関する法律 (平成9年法律第104号。以下「法」という。)の改正

により、15歳未満の者からの臓器提供が可能となることから、小児 (6歳未満

の者)に係 る脳死判定基準について定めること。

(改正箇所 :臓器の移植に関する法律施行規則 (平成 9年厚生省令第78号。以下

「施行規則」という。)第 2条 )

② 法の改正により、臓器提供に係る本人意思が不明な場合に、家族の書面による

承諾により脳死判定・臓器摘出が可能となること等から、脳死判定及び臓器摘出

に関する記録について規定の整備を行うこと。

(改正箇所 :施行規則第 5条及び第 6条 )

③ 法の改正により、法附則第 4条が削除されることに伴い、規定の整理を行うこ

と。

(改正箇所 :施行規則附則第 3条及び第 4条 )

2 根拠規定

法第 6条第 4項及び第 10条第 1項

3 施行 日

平成 22年 7月 17日




